
■ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）対象者確認用フロー

（※）保育料に対する補助金…認証保育所等保護者補助金や施設等利用給付

中野区に住所がある０歳から５歳児のお子さん

認可保育所等・認定こども園・

幼稚園・認証保育所に通ってい

る。

認証保育所以外の認可外保育施設に

通っている。
在籍している保育所等はない。

認可保育所等への入園申込みはしていない。
認可保育所等への

入園申込みをしている。
待機児童である。

入園申込みは

していない。

保育料に対する補助金

（※）の交付を受けてい

る、対象である。

保育料に対する補助金

（※）の交付を受けていな

い、対象外である。

保育の認定要件

が就労以外であ

る。

保育の認定要件

が就労である。

就労

している

育休

産休中

ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）の補助

対象とはなりません。

ベビーシッター利用支援

事業（一時預かり利用支

援）の補助対象となりま

す。

認証保育所等保護者補助

金もしくはベビーシッタ

ー利用支援事業（事業者連

携型）の対象となります。

詳細は幼稚園・認可外保育

施設係（3228-8979）へお問

い合わせください。

ベビーシッター

利用支援事業（事

業者連携型）の対

象となります。

ベビーシッター利用支援事

業（一時預かり利用支援）の

補助対象となります。


